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１ 【提出理由】

平成27年４月28日（ニューヨーク時間、以下別段の記載のない限り同じ。）開催のシティグループ・イ

ンク（以下「当社」という。）年次株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第９号の２の規定に基

づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２ 【報告内容】

(1)  当該株主総会が開催された年月日

平成27年４月28日

 

(2)  当該決議事項の内容

第１号議案　　取締役の選任の件

第２号議案　　独立登録会計事務所の選任の承認の件

第３号議案　　シティの2014年度役員報酬の勧告的承認の件

第４号議案　　シティグループ2014・ストック・インセンティブ・プランにおける授権株式追加の

承認の件

第５号議案　　Proxy Access を要請する株主提案

第６号議案　　ロビー活動および草の根ロビー活動の献金についての報告を要請する株主提案

第７号議案　　ジェネラル・クロ－バック・ポリシーの改正を要請する株主提案

第８号議案　　連邦破産法第11章に基づく会社更生手続を申請した公開会社の取締役であった者を

取締役会の監査委員会メンバーから除外するよう付属定款を修正することを要請す

る株主提案

第９号議案　　官職に従事するために自主退職した上級執行役員のエクイティベース報奨の受給権

についての報告を要請する株主提案
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(3)  当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ

れるための要件ならびに当該決議の結果

 

 賛成 反対 棄権

ブローカー

非投票

決議結果

（賛成率）

第１号議案      

マイケル・L・コル

バット 2,110,160,388 9,545,839 2,034,207 303,563,906
可決

ダンカン・P・ヘン

ス 2,110,103,639 9,422,933 2,213,911 303,563,857
可決

ピーター・B・ヘン

リー 2,106,703,260 12,819,646 2,217,579 303,563,855
可決

フランツ・B・ハ

マー 2,085,667,024 33,281,524 2,791,934 303,563,858
可決

マイケル・E・オ

ニール 2,072,584,938 47,091,785 2,063,710 303,563,907
可決

ゲーリー・M・ライ

ナー 2,110,004,565 9,585,340 2,150,577 303,563,858
可決

ジュディス・ルー

ディン 2,064,506,240 55,047,291 2,186,940 303,563,869
可決

アンソニー・M・サ

ントメロ 2,106,716,949 12,924,145 2,099,389 303,563,857
可決

ジョアン・E・スペ

ロ 2,102,189,043 17,452,232 2,099,210 303,563,855
可決

ダイアナ・L・テイ

ラー 2,062,223,009 57,368,508 2,148,972 303,563,851
可決

ウィリアム・S・ト

ンプソン・ジュニ

ア 2,077,960,990 41,615,198 2,164,296 303,563,856

可決

ジェームズ・S・

ターレー 2,104,285,573 15,297,432 2,157,484 303,563,851
可決

エルネスト・セ

ディージョ・ポン

セ・デ・レオン 2,106,620,032 13,069,994 2,050,461 303,563,853

可決

第２号議案

2,392,519,264 29,774,626 3,010,450 0

可決

（98.65％）

第３号議案
1,792,521,891 317,849,489 11,364,822 303,568,138

可決

（84.48％）

第４号議案
2,057,423,410 62,021,130 2,291,667 303,568,133

可決

（96.97％）

第５号議案
1,841,236,940 278,485,508 2,017,952 303,563,940

可決

（86.78％）

第６号議案
612,095,470 1,178,756,226 330,888,669 303,563,975

否決

（28.85％）

第７号議案
104,349,177 1,998,899,558 18,483,408 303,572,197

否決

（4.92％）

第８号議案
22,428,792 2,085,453,794 13,849,566 303,572,188

否決

（1.06％）

第９号議案
559,604,340 1,555,551,681 6,573,246 303,572,188

否決

（26.37％）
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（注）各決議事項が可決されるための要件および投票数の集計方法は、以下のとおりです。

議案 投票の選択

議案が可決されるために

必要な得票数 棄権の影響

「証券保管ブロー

カーの無投票」の

影響（注１）

取締役の選任 各候補者への賛

成、反対または

棄権

各取締役候補者への賛成

票が反対票を上回った場

合、その取締役候補者は

選任される（注２）

影響なし 影響なし

KPMGの承認 賛成、反対

または棄権

年次株主総会に出席し、

議決権のある普通株式の

株主の過半数の賛成票

（注２）

反対票として

扱う

証券保管ブロー

カーには裁量権が

あります（注３）

当社の2014年度役員

報酬の勧告的承認

賛成、反対

または棄権

年次株主総会に出席し、

議決権のある普通株式の

株主の過半数の賛成票

（注２）（注４）

反対票として

扱う

影響なし

シ テ ィ グ ル ー プ

2014・ストック・イ

ンセンティブ・プラ

ンの改定

賛成、反対

または棄権

年次株主総会に出席し、

議決権のある普通株式の

株主の過半数の賛成票

（注２）

反対票として

扱う

影響なし

５件の株主提案 賛成、反対

または棄権

年次株主総会に出席し、

議決権のある普通株式の

株主の過半数の賛成票

（注２）

反対票として

扱う

影響なし

（注）１．　一般的に、証券保管ブローカーの無投票が起こるのは、証券保管ブローカーが当該証券の実質所有者で

ある顧客からの指示がなければ投票することができない場合で、かつ投票の指示が与えられていない場

合です。

２．この決議事項の定足数を満たすには、議決権のある発行済株式（自己株式を除きます。）の過半数を有

する株主本人または代理人の出席が必要です。

３．KPMGの選任は、一任事項です。実質株主から指示を受けていないNYSE会員の証券保管ブローカーは、こ

の議案に関して次のように議決権を代理行使できます。（i）その証券保管ブローカーが当社の関係会

社である場合には、その株式について、他の全株式の個々の議案に対する投票比率と同一の比率で投票

することが認められ、（ii）それ以外のNYSE会員の証券保管ブローカーである場合には、その裁量によ

り、議決権を代理行使することが認められています。

４．当社の2014年度役員報酬の勧告的承認決議についての投票結果は、上記に記載された投票基準に基づい

て決議が可決されたか否かを問わず、取締役会を拘束するものではありません。勧告的承認決議につい

ての株主による得票を評価する際、取締役会は、得票結果全体をそのまま考慮します。

 

(4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった場合には、その理由

該当事項はありません。

 

以上
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